
3月2日㈰は

の投票日です
越前町長選挙・越前町議会議員選挙

問合せ先　越前町選挙管理委員会　☎34－8700

選挙は、私たちの意見を政治に反映させるための大切な手段であり、最も重要な権利のひとつです。
選挙の際は、必ず投票しましょう。
投票日に投票に行けない人は、期日前投票をご利用ください。

投票日当日に投票
できる場所・時間

場 所　町内25投票所（投票所は、各自の入場券に記載されています。）
時 間　午前７時～午後８時（※印の投票所は午後７時まで）

期日前投票 投票日当日に仕事や外出などで投票に行けない人が、投票日の前に
投票ができる制度です。

投票所入場券 ２月25日（選挙期日の告示日）以降に郵便で各世帯にお届けします。
投票所にお越しの際は、各自の入場券を切り離してお持ちください。

第 1 投票所　越前町役場
第 2 投票所　朝日中学校陽光館
第 3 投票所　朝日小学校
第 4 投票所　朝日南保育所
第 5 投票所　常磐小学校
第 6 投票所　朝日農村環境改善サブセンター
第 7 投票所　朝日西保育所
第 8 投票所　奥糸生集会施設
第 9 投票所　宮崎コミュニティセンター
第10投票所　小曽原保育所
第11投票所　陶の谷保育所
第12投票所　宮崎中学校
第13投票所　すいせん研修館（※）

第14投票所　玉川地区集会施設（※）
第15投票所　越前サブコミュニティセンター
第16投票所　新保地区集会施設
第17投票所　小樟地区集会施設
第18投票所　厨地区集会施設
第19投票所　白浜地区集会施設
第20投票所　米ノ地区集会施設
第21投票所　織田コミュニティセンター
第22投票所　平等集落センター
第23投票所　旧山中児童館
第24投票所　萩野生活改善センター
第25投票所　上戸集落センター（※）

※投票日当日に投票ができるのは、入場券に記載された投票所のみです。
※入場券を忘れた場合や紛失した場合でも投票できます。運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認ができるものを
　ご用意ください。

場　所 越前町役場　　　　　　　　　　宮崎コミュニティセンター
　　　　越前コミュニティセンター　　　織田コミュニティセンター
期　間 ２月26日（水）～３月１日（土） 
時　間 午前８時30分～午後８時

※期日前投票は、４投票所どこでも投票できます。
※本人確認のため、投票所へは入場券（入場券が届くまでは、運転免許証・マイナンバーカードなど）をご持参ください。

大事な投票、忘れずに！大事な投票、忘れずに！大事な投票、忘れずに！
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